
無災害で締めよう 行く年を 無事故を誓おう 来る年に
平成２８年度 年末年始ゼロ災鹿児島推進運動

― H28.12.15～H29.１.15 ―

年末年始は、職場において何かと繁忙な時期であり、普段の作業や生
活のリズムが変わりやすいことに加え、職場が一斉に操業を停止・開始
する際や大掃除の際等に通常では行わない非定常作業等が多くなる時
期となることから、鹿児島労働局では、この年末年始の時期をとらえて、
職場で働くすべての人々が年末年始を無災害で過ごせるよう、「平成２８
年度年末年始ゼロ災鹿児島推進運動」を展開します。

県内の労働災害による休業４日以上の死傷者数が高水準で推移しています《グラフ１》
○平成２８年１０月末上半期労働災害による被災者数 《別表》

死亡者数 ： １３人（前年同期と同数）
死傷者数 ： １，４４８人（前年同期より１７１人・１３．４％増加）

○ 転倒災害と墜落・転落災害で、全体の４割以上を占める 《グラフ２》

平成２７年１０月末（人） 平成２８年１０月末（人） 増減率

２３３ ２７０ ＋１５．９％
食 料 品 製 造 業 １４０ １６３ ＋１６．４％

２２１ ２３１ ＋４．５％
土 木 工 事 業 ７９ ９５ ＋２０．３％
建 築 工 事 業 １１９ １０８ －９．２％

５２９ ６３９ ＋２０．８％
小 売 業 １２２ １３７ ＋１２．３％
医 療 保 健 業 ６３ ７８ ＋２３．８％
社 会 福 祉 施 設 ８８ １２５ ＋４２．０％
飲 食 店 ４１ ５５ ＋３４．１％

１３７ １３０ －５．１％
３８ ３６ －５．３％
５３ ５４ ＋１．９％

１，２７７ １，４４８ ＋１３．４％

清 掃 業

合 計

（労働者死傷病報告より）
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県内の労働災害による休業4日以上の死傷者数の推移（業種別・年別）
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県内の労働災害による休業4日以上の死傷者にお
ける事故の型別割合（平成28年）

《別表》 県内の労働災害による休業４日以上の死傷者数（前年比較）

（人）

《グラフ１》

《グラフ２》



１ 趣 旨

平成２８年度年末年始ゼロ災鹿児島推進運動実施要綱

２ 実施期間

鹿児島労働局においては、県下の労働災害発生状況を踏まえ、本年８月１５日から１１月３
０日までの間を「鹿児島労働局労働災害防止対策強化特別期間」（以下「特別期間」とい
う。）に設定し、労働災害防止対策の強化に取組んできたところである。平成２８年の労働災
害による休業４日以上の死傷者数は、１０月末現在、１，４４８人で前年同期と比較すると１７
１人、１３．４％増加となるなど、特別期間の取組み前の平成２８年上半期（１～６月）に比
べ、増加率は６月時点の１９．２％から５．８ポイント低下したものの、依然として高水準で推
移している。
このような中、職場の安全や労働者の健康を確保していくためには、経営トップが自ら先頭
に立ち、安全衛生管理体制や安全衛生活動について改めて総点検を行い、リスクアセスメン
トや安全衛生教育、危険予知活動などの日常的な安全衛生活動を強化していくことが一層
求められている。
とりわけ年末年始は、職場において何かと繁忙な時期であり、普段の作業や生活のリズム
が変わりやすいことに加え、職場が一斉に操業を停止・開始する際や大掃除の際等に通常
では行わない非定常作業等が多くなる時期であることから、各職場では、労働災害防止の
ための特別な配慮が必要となる。
そこで、鹿児島労働局では、労働者が年末年始を無災害で過ごせるように、

『無事故で締めよう 行く年を 無事故を誓おう 来る年に』
の標語で中央労働災害防止協会が主唱する「平成２８年度年末年始無災害運動」と呼応し、
本年度の年末年始ゼロ災鹿児島推進運動を展開することとする。

平成２８年１２月１５日～平成２９年１月１５日

４ 実 施 者

鹿児島労働局、各労働基準監督署

５ 実施事項

鹿児島労働局健康安全課（H28.11月作成）

（＊２）

鹿児島労働局・労働基準監督署 各事業場

（１） 鹿児島労働局、労働基準監督署による事業場に対
する周知

（２） 労働基準監督署による監督指導等の実施
（３） 労働災害防止団体等を通じた事業場への呼びかけ
の実施

（１） 最重点事項
非定常作業における労働災害防止対策の徹底

（作業計画書の作成、安全衛生教育の実施）
（２） 重点事項
① 墜落・転落災害及び転倒災害の防止対策の徹底
② はさまれ・巻き込まれ災害の防止対策の徹底
③ 腰痛予防対策の徹底
④ 交通労働災害防止対策の徹底
⑤ ＫＹ（危険予知）活動、４Ｓ（整理・整頓・清掃・清潔）
活動の徹底

⑥ 機械設備に係る定期自主検査及び作業開始前点
検の確実な実施

⑦ 安全衛生パトロールの実施
⑧ 火気の使用時における管理の徹底
⑨ 健康的な生活習慣(睡眠、飲酒)に関する健康指導
の実施

⑩ 安全衛生意識の高揚に関する活動の実施

３ 主 唱 者

鹿児島県内の各事業場


